
 

 

 

Ⅰ．答申内容                       （別紙） 

 
１．重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準について 

重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準（昭和 29 年文化財保護

委員会告示第 55 号）について、生活文化関係を以下のとおり新設する。 

 

第一 重要無形文化財の指定基準 
〔生活文化関係〕 

生活文化（文化芸術基本法（平成十三年法律第百四十八号）第十二条に規定する生活文

化のうち無形の文化的所産をいう。以下(二)及び(三)において同じ。）のうち次の各号の一

に該当するもの 
  (一) 芸術上特に価値の高いもの 
  (二) 生活文化に係る歴史上特に重要な地位を占めるもの 
  (三) 芸術上価値が高く、又は生活文化に係る歴史上重要な地位を占め、かつ、地方的

又は流派的特色が顕著なもの 
  
     第二 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準 
  〔生活文化関係〕 
   保持者  
   一 重要無形文化財に指定される生活文化（以下単に「生活文化」という。）を高度に体得

している者 
   二 生活文化を正しく体得し、かつ、これに精通している者 
   三 二人以上の者が一体となつて行う生活文化について、これを高度に体得している者が

構成している団体の構成員 
   保持団体 
    生活文化の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該生活文化を保持する者が多数いる場合

において、これらの者が主たる構成員となつている団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２．登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準について 

登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準（令和３年文部科学省告

示第 90 号）のうち生活文化関係について、以下のとおり傍線部の文言を追加する。 

 

第一 登録無形文化財の登録基準 
（生活文化関係） 

保存及び活用のための措置が特に必要な生活文化（文化芸術基本法（平成十三年法律第

百四十八号）第十二条に規定する生活文化のうち無形の文化的所産をいう。以下同じ。）（重

要無形文化財及び文化財保護法第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っ

ているものを除く。）のうち、次の各号のいずれかに該当するもの 
一 芸術上の価値の高いもの 
二 生活文化に係る歴史上の意義を有するもの 
三 生活文化の成立又は変遷の過程を示すもの 

   
     第二 登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準 
  （生活文化関係） 
   保持者  
    登録無形文化財に登録される生活文化を体得し、かつ、これに精通している者 
   保持団体 
    登録無形文化財に登録される生活文化を体得し、かつ、これに精通している者が主たる

構成員となっている団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




